
第３０次地方制度調査会答申（都市内分権関係）

第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し

１ 指定都市制度

（３）「都市内分権」により住民自治を強化するための具体的な方策

指定都市、とりわけ人口が非常に多い指定都市において、住民に身近な行政サービスについて住民により近い
単位で提供する「都市内分権」により住民自治を強化するため、区の役割を拡充することとすべきである。

区の役割を拡充する方法としては、まず、条例で、市の事務の一部を区が専ら所管する事務と定めることがで
きることとすべきである。また、区長が市長から独立した人事や予算等の権限、例えば、区の職員の任命権、歳
入歳出予算のうち専ら区に関わるものに係る市長への提案権、市長が管理する財産のうち専ら区に関わるものの
管理権などを持つこととすることを検討すべきである。

このように、区長に独自の権限を持たせる場合には、現在は一般の職員のうちから命ずることとされている区
の事務所の長（区長）について、副市長並みに、市長が議会の同意を得て選任する任期４年の特別職とし、任期
中の解職や再任も可能とすることを選択できるようにすべきである。（略）

なお、現在、区には区の事務所の長（区長）、区の選挙管理委員会、区会計管理者を置くこととされている
が、これに加え、現行の教育委員会制度を前提とする場合には、小中学校の設置管理等をできる限り区で処理で
きるようにする観点から、条例で、区に教育委員会や区単位の市教育委員会の事務局を置くことを可能にするこ
ととすべきである。区の教育委員会等は、小中学校の設置管理など、必ずしも市で一体的に処理する必要がない
事務のうち条例で定めるものを処理することとすべきである。（略）

以上のような新たな区の位置付けを踏まえ、区を単位とする住民自治の機能を強化すべきである。区単位の議
会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議会議員を構成員とし、一又は複数の区を単位とする常任委員会
を置き、区長の権限に関する事務の調査や区に係る議案、請願等の審査を行うこととすべきである。
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総合区と区について

区 総合区

設置 条例
・提案権は、市長
・指定都市の全域（総合区がある区域には置かな
い）

条例
・提案権は、市長
・一部の区の区域（区は置かない）

事務所 区の事務所
（分掌する事務は条例（提案権は市長））

総合区の事務所
（分掌する事務は条例（提案権は市長））

事務所の長 区長 総合区長

事務所の長の事
務 区の事務所の長として分掌事務を補助執行する。

総合区の区域に係る政策及び企画をつかさど
る。
主として市長の権限に属する事務を執行する。
（執行する事務は条例で定める）

事務所の長の権
限

（規定なし） 総合区職員任命権・予算意見陳述権

事務所の長の身
分

一般職 特別職（副市長並）

事務所の長の選
任

市長が職員から任命 市長が議会の同意を得て選任

事務所の長の任
期

（規定なし） ４年

市長との関係 市長の指揮監督を受ける 市長の指揮監督を受ける

事務所の長の解
職

適格性に欠く時に分限処分
（リコール請求なし）

市長は、いつでも解職できる
総合区の住民によるリコール請求あり
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総合区・区・特別区について

総合区 区 特別区

１ 位置づけ 指定都市の内部組織 指定都市の内部組織 特別地方公共団体

２ 法人格 なし なし あり

３ 設置 条例 条例 法律

４ 長 総合区長 区長 特別区の区長

主な事務 総合区の政策及び企画をつか
さどる
市長の権限に属する事務のう
ち、条例で定めるものを執行

市長の権限に属する事務の
うち、条例で定めるものを分
掌し、補助執行

区の政策及び企画をつか
さどる
市が処理することとされて
いる事務を処理（上下水道
等、一部の事務は都が処
理）

権限 総合区職員任命権
予算意見陳述権

－ 職員任命権
予算編成権
条例提案権

身分 特別職 一般職 特別職

選任 市長が議会の同意を得て選任 市長が職員から任命 公選

任期 ４年 － ４年

市長との関係 市長の指揮監督を受ける 市長の指揮監督を受ける －

リコール あり なし あり
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副市長
（Ｂ局担当）

総合区長と区長について

区長
（区の事務所の長）

Ａ局長

副市長
（Ｃ局担当）

指定都市の市
長

Ｂ局長 Ｃ局長

：特別職

：一般職

総合区長
（総合区の事務所の長）

総合区長：
①総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどる

②主として総合区の区域内に関する事務を執行
(総合区の区域に住所を有する者の意見を反映さ
せてまちづくりを推進する事務等）

③市長の権限に属する事務のうち、主として総合
区の区域内に関する事務で条例で定めるものを
執行

区

総合区

区長：
○市長の権限に属する事務を分掌さ

れた事務を補助執行
（第１５３条の規定により個別の事務を
委任は可能）

・総合区の区域に係る政策
及び企画をつかさどる

・包括的に事務を執行

・補助執行
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